
20広報にほんまつ　2023.11

 
福
　
祉

welfare

視
覚
障
が
い
者
を
知
る

地
域
交
流
会

内　
容

①�

福
島
県
点
字
図
書
館
、
県
視
覚

障
が
い
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

の
紹
介

②
視
覚
障
が
い
者
生
活
個
別
相
談

③�

福
祉
機
器
や
用
具
の
展
示
・
販

売
日　
時　
11
月
５
日（
日
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
３
時

会　
場　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

対
象
者

　
市
内
に
お
住
い
の
見
え
な
い
方
、

見
え
に
く
い
方
お
よ
び
家
族
等
関

係
者

参
加
費　
無
料

申
込
期
限　
10
月
24
日（
火
）

◎�

問
い
合
わ
せ
…

・
福
島
県
点
字
図
書
館

　
（
福
島
市
森
合
町
６
‐
７
）

　
☎
０
２
４（
５
３
１
）４
９
５
０

・
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
手
話

「�

菊
」

菊
人
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
由
来
と
す

る
表
現

介
護
助
手
を
募
集

　
市
内
の
高
齢
者
施
設
で
は
、
福

祉
資
格
や
経
験
が
不
要
の「
介
護

助
手
」を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
直
接
的
な
介
護
業
務
で
は
な
く
、

清
掃
や
配
膳
・
下
膳
な
ど
、
介
護

の
周
辺
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
ご
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
わ
せ
て
無
理
な
く
働
い
て
み
ま

せ
ん
か
？

　
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く

か
、
二
次
元
コ

ー
ド
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
福
島
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
４（
５
２
１
）５
６
６
２

県
ひ
き
こ
も
り
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
の
ご
案
内

　
県
ひ
き
こ
も
り
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
ひ
き
こ
も
り
の
悩
み

を
抱
え
る
方
や
そ
の
家
族
か
ら
の

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
居
場
所
ス
ペ
ー
ス
や
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
情
報
の
提
供
、
各

支
援
機
関
へ
の
紹
介
な
ど
、
相
談

さ
れ
る
方
が
適
切
な
支
援
に
つ
な

が
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず
、
ぜ
ひ

お
話
し
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
方
法（
選
択
で
き
ま
す
）

・
来
所
面
談

・
電
話

・
メ
ー
ル

・
オ
ン
ラ
イ
ン（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）

相
談
料　
無
料

予
約
方
法

　

左
記
へ
電
話
ま
た
は
二
次
元

コ
ー
ド
の
予
約

フ
ォ
ー
ム
か
ら

お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

�

福
島
県
ひ
き
こ
も
り
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

　
（
郡
山
市
神
明
町
16
‐
８
）

　
☎
０
２
４（
９
５
５
）６
２
０
３

要
介
護
認
定
者
の
方
へ

所
得
申
告
用「
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
」を
交
付

申
請
で
き
る
方

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
１
以
上

※�

要
介
護
認
定
申
請
中
の
方
も
申

請
で
き
ま
す
。

申
請
の
必
要
が
な
い
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
二
級
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方

・�

本
人
お
よ
び
扶
養
者
が
、
非
課

税
等
で
確
定
申
告
等
を
す
る
必

要
が
な
い
方

申
請
方
法

　
高
齢
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）ま

た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
福

祉
係
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、提
出（
郵

送
で
も
可
能
）し
て
く
だ
さ
い
。

　
調
査
を
行
い
、
認
定
書
を
交
付

し
ま
す
。

注
意
事
項

・�

令
和
５
年
分
の
申
告
に
使
用
す

る
場
合
は
、
12
月
ま
で
に
申
請

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

・�

既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
は
、

内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
、
毎

年
の
所
得
の
申
告
に
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

障
害
が
軽
減
さ
れ
た
方
は
、
内

（�出典：一般財団法人全日本ろうあ連盟
『わたしたちの手話　学習辞典Ⅰ』）

左上腕に�右手�甲をつけ親指と４指
を開閉しながら腕を滑り下ろす

容
を
審
査
し
、
認
定
書
を
返
還

し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◎�

問
い
合
わ
せ
…

　
高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
４

　
Fax（
22
）１
５
４
７

県
民
介
護
講
座（
下
半
期
）

講
座
内
容
等

対　
象　
介
護
に
興
味
の
あ
る
方

会　
場　
男
女
共
生
セ
ン
タ
ー

　
（
郭
内
一
丁
目
１
９
６
‐
１
）

定　
員　
各
25
人

申
込
方
法

　
左
記
へ
電
話
等
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

◎�

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

�

社
会
福
祉
法
人

　
福
島
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
介
護
実
習
・
普
及
セ
ン
タ
ー

　
☎（
23
）８
３
０
６

　
Fax（
62
）４
６
３
３

講座名 開催日

介護実技
基本講座

食事介助 11/25（土）
清潔介助 12/16（土）
排泄介助 １/20（土）

介護ワン
ポイント
講座

介護予防 11/18（土）
福祉用具 12/23（土）
医療と介護 １/13（土）
認知症 ２/３（土）
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肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

日　
時　
11
月
17
日（
金
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
２
時

場　
所　
県
庁
北
庁
舎
１
階

　
福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー

　
（
福
島
市
杉
妻
町
２
‐
16
）

相
談
内
容

　

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談

※�

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　
無
料

申
込
方
法

　
事
前
に
左
記
ま
で
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
11
月
６
日（
月
）

◎�

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

　

�

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市

民
福
祉
係

ご
み
の
処
分
は
適
正
に

野
焼
き
に
関
す
る
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

　
「
家
庭
の
ご
み
や
草
木
な
ど
を

燃
や
し
て
い
る
」と
い
っ
た
内
容

の
苦
情
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　
廃
棄
物
全
般
に
お
い
て
、
野
焼

き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

罰
則
規
定
も
あ
り
ま
す
。

　

社
会
慣
習
上
の
行
事（
ど
ん
ど

焼
き
等
）な
ど
に
よ
る
焼
却
が
例

外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
場
合
も
周
辺
に
影
響
の

出
な
い
よ
う
に
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
ご
み
は
指
定
の
ご
み
袋
に
入
れ

て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

警
察
に
よ
る
野
焼
き
の
検
挙
事
例

①�

木
く
ず
約
32
㎏
を
空
き
地
で
野

焼
き
…
罰
金
20
万
円

②�

竹
な
ど
約
16
㎏
を
畑
で
野
焼
き

…
罰
金
20
万
円

粗
大
ご
み
の
処
分
方
法

　
指
定
の
ご
み
袋
に
入
ら
な
い
ご

み
は
粗
大
ご
み
と
な
り
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

　
次
の
２
通
り
の
方
法
に
よ
り
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

処
分
方
法

①�

も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
の
直
接
持
ち
込
み

②
自
宅
へ
の
訪
問
引
き
取
り

処
分
手
数
料

①
直
接
持
ち
込
み
…
無
料

※�

た
だ
し
、
畳
・
ふ
と
ん
・
マ
ッ

ト
レ
ス
は
有
料
で
、
10
㎏
当
た

り
１
３
０
円

②
訪
問
引
き
取
り
…
有
料

　
１
点
当
た
り
１
３
５
０
円

※
４
点
以
上
は
割
り
引
き
あ
り
。

※�

１
点
当
た
り
の
重
量
が
55
㎏
以

上
の
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

収
集
日　
毎
月
10
日
、
25
日

申
込
方
法

　
訪
問
引
き
取
り
は
、
収
集
日
の

10
日
前
ま
で
に
、
下
記
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※�

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
家
電

品（
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷

蔵
庫
、
洗
濯
機
）は
、
粗
大
ご

み
と
し
て
処
分
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
受
け
入
れ
で
き
な
い

品
目
や
処
分
方
法
は
、
下
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
で
処
分

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
「
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
や
家
庭

の
不
用
品
を
無
料
で
回
収
し
ま

す
」な
ど
と
い
っ
た
チ
ラ
シ
を
配

布
し
て
軽
ト
ラ
ッ
ク
等
で
巡
回
す

る
業
者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
家
庭
か
ら
の
廃
棄
物
を
回
収
す

る
正
規
の
業
者
は「
一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
許
可
」を
持
っ
て
い

ま
す
が
、「
無
料
回
収
」を
う
た
う

業
者
の
ほ
と
ん
ど
は
無
許
可
業
者

で
す
。

　
「
無
料
と
思
っ
て
頼
ん
だ
ら
、

高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ
た
」「
自

分
が
頼
ん
だ
不
用
品
が
近
く
の
空

き
地
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
」と

い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
全
国
的
に
発

生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
業
者
が
回
収
し
た
家

電
製
品
が
、
適
正
に
処
分
さ
れ
な

い
ま
ま
野
積
み
に
さ
れ
火
災
が
発

生
し
た
り
、
外
国
に
輸
出
さ
れ
て

環
境
汚
染
の
原
因
に
な
っ
て
い
る

例
が
あ
り
ま
す
。

　
違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
を
利

用
せ
ず
、
適
正
な
処
分
を
し
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎（
55
）５
１
０
３

　
Fax（
22
）４
４
７
９

 

環
境
衛
生

environm
ent hygiene

消火器・火災警報器・消防設備点検など

廃消火器、処分承ります

消防設備士・消防点検資格者がいる

㍿ 岡 商 店
TEL0243-22-1241

消防設備に関することなら
お任せ下さい




